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交
通
災
害
共
済
は
、
交
通
事

故
で
死
亡
ま
た
は
ケ
ガ
を
し
て

入
院
・
通
院
を
し
た
と
き
に
見

舞
金
を
お
く
り
、
市
民
が
お
互

い
を
助
け
合
う
共
済
制
度
で
す
。

　
対
象
と
な
る
事
故
は
、
自
動

車
や
オ
ー
ト
バ
イ
な
ど
に
よ
る

交
通
事
故
の
う
ち
人
身
事
故
の

み
で
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン

タ
ー
か
ら
、
交
通
事
故
証
明
書

が
発
行
さ
れ
た
事
故
で
す
。

共
済
見
舞
金

　
死
亡
　
１
５
０
万
円

　
ケ
ガ
　
２
〜
50
万
円
　

身
障
見
舞
金
　
50
万
円

交
通
遺
児
見
舞
金

　
遺
児
一
人
に
つ
き
10
万
円

共
済
掛
金

　
年
間
一
人
　
７
０
０
円

共
済
期
間

　
９
月
１
日
〜
翌
年
８
月
31
日

受
付
場
所
　
市
役
所
防
災
課

受
付
時
間
　
午
後
１
時
〜
５
時

出
張
受
付
日
程

○
７
月
11
日
㈭

　
午
前
９
時
〜
10
時

　
大
谷
流
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

交
通
災
害
共
済
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

交
通
災
害
共
済
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
タ
ー

　
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

　
東
吉
田
集
会
所

　
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

　
西
林
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
タ
ー

○
７
月
12
日
㈮

　
午
前
９
時
〜
10
時

　
住
野
公
民
館

　
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

　
文
違
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
タ
ー

　
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

　
泉
台
区
民
セ
ン
タ
ー

○
７
月
18
日
㈭

　
午
前
９
時
30
分
〜
11
時

　
南
部
老
人
憩
い
の
家

　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

　
山
田
台
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ン
タ
ー

※
市
内
の
小
・
中
学
校
に
在
籍

し
て
い
る
児
童
・
生
徒
や
市
内

の
保
育
園
・
幼
稚
園
で
集
団
加

入
し
て
い
る
お
子
さ
ん
は
、
加

入
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
防
災
課

☎
４
４
３
│
１
１
１
９
へ
。

　
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
お

よ
び
２
０
０
０
万
サ
マ
ー
は
、

市
町
村
の
振
興
を
目
的
と
し
た

宝
く
じ
で
、
そ
の
収
益
金
は
、

協
会
を
通
じ
て
各
市
町
村
に
直

接
分
配
さ
れ
、
幅
広
い
事
業
に

活
用
さ
れ
ま
す
。

発
売
場
所

　
全
国
の
宝
く
じ
売
場
（
通
信

　
販
売
で
の
購
入
も
可
）

発
売
期
間

　
７
月
10
日
〜
８
月
２
日

抽
選
日
　
８
月
13
日
㈫

　
詳
し
く
は
、
千
葉
県
市
町
村

振
興
協
会
☎
３
１
１
―
４
１
６

２
へ
。

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
・２
０
０
０
万
サ
マ
ー
を
発
売

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
・２
０
０
０
万
サ
マ
ー
を
発
売

　
保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人

ひ
と
り
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。
納
付
方
法
は
、
年
金
受
給

額
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
特

別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
）

と
普
通
徴
収
（
口
座
振
替
や
納

付
書
に
よ
る
納
付
）
の
２
種
類

で
す
が
、
特
別
徴
収
が
優
先
さ

れ
ま
す
。

①
４
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ

　
れ
て
い
る
方

　
す
で
に
仮
徴
収
（
４
月
・
６

月
・
８
月
の
年
金
か
ら
の
天
引

き
）
さ
れ
て
い
る
方
は
、
決
定

し
た
保
険
料
か
ら
仮
徴
収
を
差

し
引
い
た
残
額
を
、
10
月
か
ら

２
月
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら

天
引
き
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
納
付
済
み
の
保
険
料
が
、
決

定
し
た
保
険
料
額
を
上
回
る
場

合
は
、
後
日
通
知
の
う
え
、
差

額
を
お
返
し
し
ま
す
。

②
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
な
い

　
方

　
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円

未
満
の
方
や
介
護
保
険
料
と
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料

を
合
わ
せ
た
額
が
年
金
額
の
１

／
２
を
超
え
る
方
は
、
口
座
振

替
や
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
納
期
数
は
、

国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険

料
と
同
じ
８
回
（
７
月
か
ら
翌

年
の
２
月
ま
で
）
と
な
り
ま
す
。

③
10
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ

　
れ
る
方

　
平
成
24
年
10
月
１
日
か
ら
平

成
25
年
４
月
１
日
ま
で
の
間
に

八
街
市
に
転
入
さ
れ
た
方
や
75

歳
に
な
ら
れ
た
方
（
②
の
方
は

除
く
）
な
ど
は
、
７
月
か
ら
９

月
ま
で
は
納
付
書
で
納
付
し
て

い
た
だ
き
、
10
月
の
年
金
か
ら

天
引
き
を
開
始
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

※
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、
国
民
年
金
（
老
齢
基

礎
年
金
）
を
優
先
し
、
１
つ
の

年
金
か
ら
天
引
き
し
ま
す
の
で
、

優
先
順
位
が
２
番
目
以
降
の
年

金
が
基
準
額
以
上
で
あ
っ
て
も

保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
算
定
の
基
礎

・
均
等
割
額
　
３
７
４
０
０
円

・
所
得
割
率
　
７
・
2
9
％

・
保
険
料
の
上
限
額
　
55
万
円

保
険
料
の
納
付
方
法
の
変
更

　
す
で
に
、
特
別
徴
収
（
年
金

か
ら
天
引
き
）
を
さ
れ
て
い
る

方
も
、
市
に
申
し
出
る
こ
と
で

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
選
択

で
き
ま
す
。

保
険
料
軽
減
措
置

　
平
成
25
年
度
の
保
険
料
軽
減

措
置
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

　
「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」

に
軽
減
額
等
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

①
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入

　
者
と
世
帯
主
の
合
計
所
得
が

　
軽
減
基
準
以
下
の
世
帯
は
均

　
等
割
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

　
入
す
る
直
前
、
「
会
社
な
ど

　
の
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
」

　
で
あ
っ
た
方
は
、
所
得
割
は

　
か
か
ら
ず
、
均
等
割
が
９
割

　
軽
減
さ
れ
ま
す
。

③
所
得
割
を
負
担
す
る
方
の
う

　
ち
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得

　
金
額
が
58
万
円
以
下
の
方
は
、

　
所
得
割
が
５
割
軽
減
さ
れ
ま

　
す
。
（
年
金
収
入
で
１
５
３

　
万
円
以
上
２
１
１
万
円
以
下

　
の
方
）

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
の
申
請
を

　
市
県
民
税
非
課
税
世
帯
で
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ

れ
て
い
る
方
が
高
額
な
外
来
診

療
を
受
け
た
と
き
、
同
じ
医
療

機
関
で
同
じ
月
の
窓
口
で
の
支

払
い
が
一
定
の
金
額
に
抑
え
ら

れ
る
と
と
も
に
、
入
院
し
た
場

合
は
、
病
院
窓
口
で
支
払
う
入

院
時
の
医
療
費
負
担
額
と
食
事

代
が
軽
減
さ
れ
る
認
定
証
交
付

申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
な
お
平
成
25
年
７
月
31
日
ま

で
の
有
効
期
限
の
認
定
証
を
お

持
ち
の
方
で
、
更
新
時
に
お
い

て
も
該
当
す
る
方
に
は
、
認
定

証
を
郵
送
し
ま
す
の
で
申
請
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
自
己
負
担
限
度
額
は
、
世
帯

の
所
得
状
況
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

が
８
月
か
ら
新
し
く
な
り
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
新
し

い
被
保
険
者
証
を
７
月
下
旬
に

簡
易
書
留
郵
便
で
郵
送
し
ま
す

が
、
届
か
な
い
場
合
は
国
保
年

金
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
（
牡
丹

色
）
は
、
有
効
期
限
が
平
成
26

年
７
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
国
保
年

金
課
☎
４
４
３
│
１
１
３
９
へ
。
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後期高齢者医療制度保険料均等割軽減措置

９ 割

５ 割

２ 割

３３,６６０円 
被保険者の全員が年金収入で80万円以
下の世帯（その他の所得がない）
所得額が33万円以下の世帯
所得額が33万円＋世帯主を除く被保険
者数×24万5千円以下の世帯
所得額が33万円＋被保険者数×35万円
以下の世帯

軽減率 軽 減 額 判定基準（世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計金額）

３１,７９０円 

１８,７００円 

７,４８０円 

8.5割
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